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H27年度 H28年度

都道府県 市区町村数

①と②のいず
れにも「はい」と

回答した
市区町村数

％ 市区町村数

①と②のいず
れにも「はい」と

回答した
市区町村数

％

全国 1,741 491 28.2 1,741 501 28.8

北海道 179 46 25.7 179 39 21.8

青森県 40 16 40.0 40 15 37.5

岩手県 33 12 36.4 33 11 33.3

宮城県 35 15 42.9 35 16 45.7

秋田県 25 8 32.0 25 9 36.0

山形県 35 23 65.7 35 21 60.0

福島県 59 8 13.6 59 14 23.7

茨城県 44 18 40.9 44 18 40.9

栃木県 25 2 8.0 25 5 20.0

群馬県 35 7 20.0 35 9 25.7

埼玉県 63 18 28.6 63 20 31.7

千葉県 54 15 27.8 54 13 24.1

東京都 62 19 30.6 62 14 22.6

神奈川県 33 9 27.3 33 8 24.2

新潟県 30 16 53.3 30 17 56.7

富山県 15 5 33.3 15 6 40.0

石川県 19 6 31.6 19 5 26.3

福井県 17 3 17.6 17 2 11.8

山梨県 27 9 33.3 27 7 25.9

長野県 77 19 24.7 77 17 22.1

岐阜県 42 10 23.8 42 11 26.2

静岡県 35 8 22.9 35 9 25.7

愛知県 54 18 33.3 54 18 33.3

三重県 29 6 20.7 29 7 24.1

滋賀県 19 9 47.4 19 5 26.3

京都府 26 2 7.7 26 3 11.5

大阪府 43 18 41.9 43 16 37.2

兵庫県 41 11 26.8 41 11 26.8

奈良県 39 7 17.9 39 9 23.1

和歌山県 30 8 26.7 30 11 36.7

鳥取県 19 7 36.8 19 10 52.6

島根県 19 7 36.8 19 9 47.4

岡山県 27 7 25.9 27 5 18.5

広島県 23 7 30.4 23 5 21.7

山口県 19 3 15.8 19 4 21.1

徳島県 24 2 8.3 24 3 12.5

香川県 17 6 35.3 17 3 17.6

愛媛県 20 2 10.0 20 3 15.0

高知県 34 8 23.5 34 10 29.4

福岡県 60 12 20.0 60 17 28.3

佐賀県 20 3 15.0 20 4 20.0

長崎県 21 5 23.8 21 4 19.0

熊本県 45 19 42.2 45 16 35.6

大分県 18 4 22.2 18 7 38.9

宮崎県 26 8 30.8 26 8 30.8

鹿児島県 43 12 27.9 43 19 44.2

沖縄県 41 8 19.5 41 8 19.5

基盤課題Ａ：切れ目ない妊産婦・乳幼児への保健対策 【環境整備の指標】
15．ハイリスク児に対し保健師等が退院後早期に訪問する体制がある市区町村
の割合

中間評価目標
2019年度

50.0％
最終評価目標
2024年度

100.0％

※参考値
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■調査方法
１）ベースライン調査
平成25年度母子保健課調査
設問：ハイリスク児（※退院後も何らかの医療的な処置を必要とする児などの医学的ハイリスク児や、保護者に虐待リス
クや経済的困窮がある場合などの社会的ハイリスク児等を含む。）に対し保健師等が退院後早期に訪問する体制につ
いて、

①退院後１か月以内に１～２回程度訪問している。→ はい：1 いいえ：0
②退院までに保健師等が保護者との面接等の必要が考えられる者の基準を定めている。→ はい：1 いいえ：0

算出方法：①と②の両方「はい」と回答した市区町村数/全市区町村数×100
２）ベースライン調査後
母子保健課調査（毎年度調査）
設問：①退院までに、保健師等が保護者との面接等の必要が考えられる者の基準を定めている。
→ 1.はい 2.いいえ

②退院後１か月以内に、訪問している。→ 1.はい 2.いいえ
算出方法：①と②のいずれにも、「1.はい」と回答した市区町村数/全市区町村数×100
※ハイリスク児には、退院後も何らかの医療的な処置を必要とする等の医学的ハイリスク児や、保護者に虐待
リスクや経済的困窮がある場合などの社会的ハイリスク児等も含む。

【平成27年度】

【平成28年度】
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基盤課題Ａ：切れ目ない妊産婦・乳幼児への保健対策 【環境整備の指標】
15．市町村のハイリスク児の早期訪問体制構築等に対する支援をしている
県型保健所の割合

中間評価目標
2019年度

90.0％
最終評価目標
2024年度

100.0％

H27年度 H28年度

都道府県 県型保健所数
「はい」と回答

した県型
保健所数

％ 県型保健所数
「はい」と回答

した県型
保健所数

％

全国 371 164 44.2 368 158 42.9

北海道 26 16 61.5 26 9 34.6

青森県 6 3 50.0 6 5 83.3

岩手県 9 0 0.0 9 0 0.0

宮城県 7 1 14.3 7 1 14.3

秋田県 8 8 0 0.0

山形県 4 4 100.0 4 3 75.0

福島県 6 0 0.0 6 0 0.0

茨城県 12 5 41.7 12 5 41.7

栃木県 5 3 60.0 5 3 60.0

群馬県 10 0 0.0 10 0 0.0

埼玉県 13 13 100.0 13 13 100.0

千葉県 13 7 53.8 13 0 0.0

東京都 6 0 0.0 6 1 16.7

神奈川県 5 0 0.0 5 5 100.0

新潟県 12 12 100.0 12 12 100.0

富山県 4 4 100.0 4 4 100.0

石川県 4 4 100.0 4 4 100.0

福井県 6 0 0.0 6 0 0.0

山梨県 4 0 0.0 4 0 0.0

長野県 10 1 10.0 10 2 20.0

岐阜県 7 3 42.9 7 2 28.6

静岡県 7 4 57.1 7 4 57.1

愛知県 12 12 100.0 12 12 100.0

三重県 8 2 25.0 8 3 37.5

滋賀県 6 6 100.0 6 6 100.0

京都府 7 7 100.0 7 7 100.0

大阪府 12 0 0.0 12 0 0.0

兵庫県 13 6 46.2 13 9 69.2

奈良県 4 3 75.0 4 3 75.0

和歌山県 7 0 0.0 7 0 0.0

鳥取県 3 0 0.0 3 1 33.3

島根県 7 1 14.3 7 3 42.9

岡山県 5 2 40.0 5 0 0.0

広島県 7 1 14.3 7 1 14.3

山口県 8 0 0.0 8 0 0.0

徳島県 6 2 33.3 6 2 33.3

香川県 4 2 50.0 4 0 0.0

愛媛県 6 0 0.0 6 0 0.0

高知県 5 0 0.0 5 5 100.0

福岡県 9 9 100.0 9 9 100.0

佐賀県 5 5 100.0 5 5 100.0

長崎県 8 8 100.0 8 8 100.0

熊本県 10 10 100.0 10 5 50.0

大分県 9 6 66.7 6 6 100.0

宮崎県 8 0 0.0 8 0 0.0

鹿児島県 13 0 0.0 13 0 0.0

沖縄県 5 2 40.0 5 0 0.0

※参考値

※平成27年度：秋田県は無回答のため除外。
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■調査方法
１）ベースライン調査
平成25年度母子保健課調査
設問：市町村のハイリスク児（※１）の早期訪問体制構築等に対する支援（※２）をしている県型保健所の数
（※１） 退院後も何らかの医療的な処置を必要とする児などの医学的ハイリスク児や、保護者に虐待リスクや
経済的困窮がある場合などの社会的ハイリスク児等を含む。
（※２） 例えば、ハイリスク児とその家族への医療機関と管内市町村との情報共有の場を設けたり、市町村の
訪問状況（実施時期や件数等）を把握していること。
算出方法：支援をしている県型保健所数/全県型保健所数×100

２）ベースライン調査後
母子保健課調査（毎年度調査）
設問：①ハイリスク児とその家族への支援のために、医療機関と管内市町村との間で、情報共有する場を設け
ている。→ 1.はい 2.いいえ

②市町村の訪問状況（実施時期や件数等）を把握し評価している。→ 1.はい 2.いいえ
③市町村向けの研修において、ハイリスク児の支援に関する内容が含まれている。→ 1.はい 2.いいえ

算出方法：①～③の全てに、「1.はい」と回答した県型保健所数/全県型保健所数×100
※ハイリスク児には、退院後も何らかの医療的な処置を必要とする等の医学的ハイリスク児や、保護者に虐待
リスクや経済的困窮がある場合などの社会的ハイリスク児等も含む。
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H27年度 H28年度

都道府県 市区町村数

①～③のすべ
てに「はい」と
回答した

市区町村数

％ 市区町村数

①～③のすべ
てに「はい」と
回答した

市区町村数

％

全国 1,741 271 15.6 1,741 248 14.2

北海道 179 14 7.8 179 16 8.9

青森県 40 12 30.0 40 11 27.5

岩手県 33 5 15.2 33 5 15.2

宮城県 35 7 20.0 35 2 5.7

秋田県 25 3 12.0 25 2 8.0

山形県 35 7 20.0 35 8 22.9

福島県 59 8 13.6 59 6 10.2

茨城県 44 3 6.8 44 3 6.8

栃木県 25 4 16.0 25 2 8.0

群馬県 35 5 14.3 35 4 11.4

埼玉県 63 6 9.5 63 4 6.3

千葉県 54 9 16.7 54 10 18.5

東京都 62 13 21.0 62 11 17.7

神奈川県 33 7 21.2 33 6 18.2

新潟県 30 10 33.3 30 8 26.7

富山県 15 2 13.3 15 2 13.3

石川県 19 2 10.5 19 2 10.5

福井県 17 3 17.6 17 1 5.9

山梨県 27 5 18.5 27 6 22.2

長野県 77 16 20.8 77 13 16.9

岐阜県 42 9 21.4 42 8 19.0

静岡県 35 6 17.1 35 3 8.6

愛知県 54 18 33.3 54 19 35.2

三重県 29 1 3.4 29 1 3.4

滋賀県 19 5 26.3 19 5 26.3

京都府 26 5 19.2 26 5 19.2

大阪府 43 7 16.3 43 6 14.0

兵庫県 41 9 22.0 41 8 19.5

奈良県 39 5 12.8 39 2 5.1

和歌山県 30 3 10.0 30 3 10.0

鳥取県 19 4 21.1 19 2 10.5

島根県 19 6 31.6 19 7 36.8

岡山県 27 5 18.5 27 4 14.8

広島県 23 3 13.0 23 3 13.0

山口県 19 4 21.1 19 4 21.1

徳島県 24 1 4.2 24 3 12.5

香川県 17 2 11.8 17 1 5.9

愛媛県 20 3 15.0 20 3 15.0

高知県 34 3 8.8 34 3 8.8

福岡県 60 5 8.3 60 5 8.3

佐賀県 20 2 10.0 20 3 15.0

長崎県 21 1 4.8 21 1 4.8

熊本県 45 5 11.1 45 6 13.3

大分県 18 7 38.9 18 6 33.3

宮崎県 26 3 11.5 26 4 15.4

鹿児島県 43 3 7.0 43 6 14.0

沖縄県 41 5 12.2 41 5 12.2

基盤課題Ａ：切れ目ない妊産婦・乳幼児への保健対策 【環境整備の指標】
16．乳幼児健康診査事業を評価する体制がある市区町村の割合

中間評価目標
2019年度

50.0％
最終評価目標
2024年度

100.0％

※参考値
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■調査方法
１）ベースライン調査

平成25年度母子保健課調査
設問

① 乳幼児健診事業の実施状況に対する評価（事業企画時に目標値を定め、その達成状況を把握）をしている。
→ 有：1 無：0

② フォローアップ状況に対する評価をしている。→ 有：1 無：0
③ 他機関との連携状況に対する評価をしている。→ 有：1 無：0
④ 事業実施による改善状況の効果を把握している。→ 有：1 無：0
⑤ 母子保健計画等において、乳幼児健康診査に関する目標値や指標を定めた評価をしている。→ 有：1 無：0

算出方法：①から⑤の全てについて「有」と回答した市区町村数/全市区町村数×100
２）ベースライン調査後
母子保健課調査（毎年度調査）
設問
①母子保健計画（※）において、乳幼児健康診査に関する目標値や指標を定めた評価をしている。
→ 1.はい 2.いいえ

②疾病のスクリーニング項目に対する精度管理を実施している。→ 1.はい 2.いいえ
③支援の必要な対象者のフォローアップ状況について、他機関と情報共有して評価している。
→ 1.はい 2.いいえ

④健診医に対して精検結果等の集計値をフィードバックしているとともに、個別ケースの状況をそのケース
を担当した健診医にフィードバックしている。→ 1.はい 2.いいえ

⑤（歯科や栄養、生活習慣など）地域の健康度の経年変化等を用いて、乳幼児健診の保健指導の効果を評価
している。→ 1.はい 2.いいえ

算出方法：①～③のすべてに「1.はい」と回答した市区町村数/全市区町村数×100
（※）母子保健計画には、次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画や、健康増進計画等と一体的に策定して

いる場合も含める。
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【平成27年度】

【平成28年度】
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H27年度 H28年度

都道府県 県型保健所数
①「はい」と
回答した
都道府県

②保健所
の数

％ 県型保健所数
①「はい」と
回答した
都道府県

②保健所
の数

％

全国 371 27 68 18.3 368 26 84 22.8

北海道 26 1 0 0.0 26 1 0 0.0

青森県 6 6

岩手県 9 9

宮城県 7 7

秋田県 8 1 0 0.0 8 1 0 0.0

山形県 4 4

福島県 6 1 2 33.3 6 1 4 66.7

茨城県 12 1 1 8.3 12 1 1 8.3

栃木県 5 1 0 0.0 5 1 0 0.0

群馬県 10 1 1 10.0 10

埼玉県 13 13

千葉県 13 1 0 0.0 13 1 13 100.0

東京都 6 6

神奈川県 5 5

新潟県 12 1 0 0.0 12 1 0 0.0

富山県 4 1 4 100.0 4 1 4 100.0

石川県 4 1 4 100.0 4 1 4 100.0

福井県 6 6

山梨県 4 1 4 100.0 4 1 4 100.0

長野県 10 1 3 30.0 10 1 5 50.0

岐阜県 7 7

静岡県 7 7

愛知県 12 1 12 100.0 12 1 12 100.0

三重県 8 1 0 0.0 8

滋賀県 6 6 1 6 100.0

京都府 7 1 7 100.0 7 1 7 100.0

大阪府 12 12

兵庫県 13 1 1 7.7 13

奈良県 4 1 3 75.0 4 1 3 75.0

和歌山県 7 1 1 14.3 7 1 1 14.3

鳥取県 3 1 0 0.0 3 1 0 0.0

島根県 7 1 5 71.4 7 1 5 71.4

岡山県 5 1 5 100.0 5 1 5 100.0

広島県 7 1 1 14.3 7 1 1 14.3

山口県 8 1 0 0.0 8 1 0 0.0

徳島県 6 1 5 83.3 6 1 4 66.7

香川県 4 4

愛媛県 6 6 1 0 0.0

高知県 5 5 1 0 0.0

福岡県 9 9

佐賀県 5 5

長崎県 8 8

熊本県 10 10

大分県 9 1 6 66.7 6 1 4 66.7

宮崎県 8 1 0 0.0 8

鹿児島県 13 13

沖縄県 5 1 3 60.0 5 1 1 20.0

基盤課題Ａ：切れ目ない妊産婦・乳幼児への保健対策 【環境整備の指標】
16. 市町村の乳幼児健康診査事業の評価体制構築への支援をしている
県型保健所の割合

中間評価目標
2019年度

80.0％
最終評価目標
2024年度

100.0％

※参考値
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■調査方法
１）ベースライン調査

設問：市町村の乳幼児健康診査事業の評価体制構築への支援（※例えば、保健所管内市町村と連携して、事業
評価の具体的な実施方法を検討したり、評価結果を管内でとりまとめている等）をしている県型保健所の数
算出方法：支援をしていると回答した県型保健所の数/全県型保健所の数×100

２）ベースライン調査後
設問
①都道府県の母子保健計画（※）に乳幼児健康診査に関する目標を定めて評価をしている。
→ 1．はい 2.いいえ

②評価項目を決めて、健診情報を収集し比較検討などの分析をしている。→ 1.はい 2.いいえ
③健診結果の評価に関する管内会議を開催している。→ 1.はい 2.いいえ
④市町村向けの研修において、乳幼児健康診査事業の評価方法に関する内容が含まれている。
→ 1.はい 2.いいえ

算出方法：①と②のいずれにも「1.はい」と回答した県型保健所の数/全県型保健所数×100
（※）母子保健計画には、次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画や、健康増進計画等と一体的に策定して

いる場合も含める。
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基盤課題Ａ：切れ目ない妊産婦・乳幼児への保健対策 【参考とする指標】
参１．周産期死亡率

中間評価目標
2019年度

―
最終評価目標
2024年度

―

都道府県

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2012 2014 2015 2016
周産期 周産期 周産期 周産期 周産期 周産期 周産期 周産期 周産期 周産期 周産期

死亡率
（出産千
対）

死亡率
（出産千
対）

死亡率
（出産千
対）

死亡率
（出産千
対）

死亡率
（出産千
対）

死亡率
（出産千
対）

死亡率
（出産千
対）

死亡率
（出産千
対）

死亡率
（出産千
対）

死亡率
（出産千
対）

死亡率
（出産千
対）

全 国 20.2 15.4 11.1 7 5.8 4.8 4.2 4 3.7 3.7 3.6

北海道 24.1 19.1 13.7 7 5.5 5.1 4.2 4.1 4 4.1 3.3

青 森 21 18.1 12.2 8.3 7.9 5.3 4 4.1 3.2 4.6 3

岩 手 21.9 14.6 11.7 7.9 6 6.5 6 6 5.2 3.4 3.8

宮 城 22.4 16.2 12.8 7.7 5.6 4.7 3.8 3.8 3.8 3.5 3.7

秋 田 19.1 14 11.6 8.2 4.2 4.7 6.5 4.1 5.5 2.9 4.6

山 形 18.9 15.6 11.5 6.9 6.9 4.5 4 4.9 4.3 4.1 4.4

福 島 23.5 18.1 12.1 6.2 6.9 3.9 4.6 4.6 3.4 5.1 4.6

茨 城 21.8 17.7 11.8 7.9 5.3 4.6 4.7 4.8 4.4 4.2 4

栃 木 21.3 15.3 13.1 8.9 6.6 4.4 3.8 4.1 4.3 3.3 3.1

群 馬 19.3 14.6 12.8 7.4 5.4 5 4.4 4.8 4.2 4.2 3.5

埼 玉 18.4 14.3 11.1 7 6 4.7 4.2 4.4 4 3.7 3.4

千 葉 19.7 15.5 10.3 6.7 7 5 4.1 4.4 4.3 3.8 4.1

東 京 19.2 14.5 10.6 7.5 5.6 4.8 3.9 3.7 3.5 3.2 3.6

神奈川 18 12.9 10.4 7.5 6.3 5.2 4.8 4 3.7 3.9 3.6

新 潟 18.6 14.5 9.4 5.9 6.6 5.1 4.7 3.8 4.7 3.7 3.7

富 山 18.7 13.9 10.1 7.6 5.9 4 4 4.9 4.9 5 4

石 川 19.3 12.9 10.3 6.3 5.9 5.2 5.6 3.8 2.8 5.2 2.7

福 井 16.1 14.9 9.8 8 7.4 4 2.9 4.6 4.5 4.5 4.2

山 梨 25.5 17 13 8.8 7.7 4.5 4.2 3.6 3.3 2.8 2.6

長 野 22.5 15.6 10.9 6.5 5.2 4.9 3.6 3.7 3.1 3 3.7

岐 阜 19.7 15.8 9.4 6.1 5.5 5.9 3.8 4.2 4.6 3.6 3.7

静 岡 19 14.3 10.3 7.8 5.6 5 4.2 3.4 4.2 3.7 4.1

愛 知 18 14.2 9.3 7.2 5.6 4.9 4 3.8 3.5 3.8 3.7

三 重 19.8 14.9 11.5 7 5.9 4.9 4.4 4.2 4.4 3.8 5.7

滋 賀 18.7 13.6 8.8 6.9 6.8 5.6 5.7 3.8 3.7 4.5 2.4

京 都 18.6 14.1 11 7.7 5.7 5 4.6 3.8 3.6 4.4 3.6

大 阪 20.3 14.5 10.7 6.4 5.5 4.5 4 4 3.5 3.2 3.5

兵 庫 18.9 13.9 10 5.9 5.3 4.8 3.6 3.3 3.2 3.3 2.8

奈 良 22.5 15.3 10.2 5.9 5 5.3 3.9 3.3 3.8 5.2 3.7

和歌山 20.4 14.7 9.6 7.4 5.3 4.5 4.5 4 3.9 2.4 3

鳥 取 17.8 16.7 11.1 8.2 3.7 6.7 6 5.2 4.4 5.2 5.2

島 根 23.4 14.9 10.4 7.2 4.9 5.4 4 3.4 3.2 2.5 3.2

岡 山 14.9 14.4 10.6 5.8 4 4.2 3.5 3.4 2.8 3.5 3.9

広 島 18 15.1 10.6 7.4 4.7 4.2 3.9 4 3 3.4 3.7

山 口 20.7 14.4 12.7 6.8 5.4 3.7 4 3.3 4 4.2 4.4

徳 島 23.6 16.5 10.9 7.1 5.6 5.7 4.4 4.3 4 3.7 3.4

香 川 15.4 14.2 9.5 5.2 4.9 4.9 4.4 5 2.2 3.4 2.5

愛 媛 22.4 17.8 11.2 6.5 5.1 6.2 3.4 3.7 3.7 2.7 3.1

高 知 23.2 18 12.3 8.6 5.4 5.4 3.4 4.5 3 3.6 2.9

福 岡 20.4 17.6 13 6.3 5.3 4.8 4.3 4.2 3.7 3.9 3.4

佐 賀 20.9 17.9 12.2 6.6 5.7 3.6 4.6 2.4 3.6 3.4 2.5

長 崎 24.5 21.2 11.2 7.6 6 4.7 4.4 3.9 3.7 3.1 4.2

熊 本 22.2 17.7 11.6 6.8 5.2 4.3 3.4 3.1 2.8 2.8 3.2

大 分 26.8 16.1 14.3 7 5.8 3.8 5.1 3.7 3.3 5.2 3.5

宮 崎 25.5 18.2 11.4 6 4.9 3.7 3 3.1 2.7 3.6 3.5

鹿児島 27 19.6 13.3 6.3 5.6 4 4.4 3.4 3.3 4.1 3.1

沖 縄 19 13.7 13.2 9 6.9 5.6 4.1 4.3 4 3.2 3.8
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【平成27年】

■調査方法
１）調査名
人口動態統計
早期新生児死亡数（生後１週未満の死亡）、妊娠満22週以後の死産数、妊娠満28週以後の死産数、出生数等

２）算出方法
・出産千対周産期死亡率
＝（早期新生児死亡数＋妊娠満22週以後の死産数）/（出生数＋妊娠満22週以後の死産数）×1000

・出生千対周産期死亡率
＝（早期新生児死亡数＋妊娠満28週以後の死産数）/出生数×1000

【平成28年】
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基盤課題Ａ：切れ目ない妊産婦・乳幼児への保健対策 【参考とする指標】
参２．新生児死亡率、乳児（１歳未満）死亡率（出生千対）

新生児死亡率 乳児(1歳未満)死亡率

2000 平成12 1.8 3.2

2001 13 1.6 3.1

2002 14 1.7 3.0

2003 15 1.7 3.0

2004 16 1.5 2.8

2005 17 1.4 2.8

2006 18 1.3 2.6

2007 19 1.3 2.6

2008 20 1.2 2.6

2009 21 1.2 2.4

2010 22 1.1 2.3

2011 23 1.1 2.3

2012 24 1.0 2.2

2013 25 1.0 2.1

2014 26 0.9 2.1

2015 27 0.9 1.9

2016 28 0.9 2.0

中間評価目標
2019年度

―
最終評価目標
2024年度

―

■調査方法
１）調査名
人口動態統計
新生児（28日未満）死亡数、乳児（１歳未満）死亡数、出生数

２）算出方法
・新生児死亡率＝新生児死亡数/出生数×1000
・乳児死亡率＝乳児死亡数/出生数×1000
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基盤課題Ａ：切れ目ない妊産婦・乳幼児への保健対策 【参考とする指標】
参３．幼児（１～４歳）死亡率（人口10万対）

幼児(1～4歳)
死亡率

1945 20

1946 21

1947 22

1948 23

1949 24

1950 25 926.8

1951 26

1952 27

1953 28

1954 29

1955 30 405.9

1956 31

1957 32

1958 33

1959 34

1960 35 245.7

1961 36

1962 37

1963 38

1964 39

1965 40 138.2

1966 41

1967 42

1968 43

1969 44

1970 45 108.5

1971 46

1972 47

1973 48

1974 49

1975 50 84.7

1976 51

1977 52

1978 53

1979 54

1980 55 64.3

1981 56

1982 57

1983 58

1984 59

1985 60 48.8

1986 61

1987 62

1988 63

幼児(1～4歳)
死亡率

1989 平成元 44.2

1990 2 45.0

1991 平成3 41.4

1992 4 43.1

1993 5 43.1

1994 6 40.2

1995 7 41.7

1996 8 37.2

1997 9 36.1

1998 10 36.2

1999 11 33.0

2000 12 30.6

2001 13 28.6

2002 14 26.8

2003 15 25.0

2004 16 25.3

2005 17 25.4

2006 18 24.6

2007 19 22.8

2008 20 22.3

2009 21 21.2

2010 22 22.1

2011 23 27.6

2012 24 20.9

2013 25 18.6

2014 26 19.3

2015 27 19.4

2016 28 17.6

中間評価目標
2019年度

―
最終評価目標
2024年度

―
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■調査方法
１）調査名
人口動態統計 年齢階級別死亡率

２）算出方法
幼児（１～４歳）死亡率
＝幼児（１～４歳）死亡数/幼児（１～４歳）人口×100,000
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基盤課題Ａ：切れ目ない妊産婦・乳幼児への保健対策 【参考とする指標】
参４．乳児のSIDS死亡率（出生10万対）

乳児の
SIDS死亡率

1995 平成7 41.7

1996 8 37.2

1997 9 36.1

1998 10 36.2

1999 11 33.0

2000 12 30.6

2001 13 28.6

2002 14 26.8

2003 15 25.0

2004 16 25.3

2005 17 25.4

2006 18 24.6

2007 19 22.8

2008 20 22.3

2009 21 21.2

2010 22 22.1

2011 23 27.6

2012 24 20.9

2013 25 18.6

2014 26 19.3

2015 27 19.4

2016 28 17.6

中間評価目標
2019年度

―
最終評価目標
2024年度

―

■調査方法
１）調査名
人口動態統計
乳幼児突然死症候群（SIDS：sudden infant death syndrome、
ICD-10によるR95） 死亡数、出生数

２）算出方法
乳児のSIDS死亡率＝乳児のSIDS死亡数/出生×100,000
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基盤課題Ａ：切れ目ない妊産婦・乳幼児への保健対策 【参考とする指標】
参５．正期産児に占める低出生体重児の割合

低出生
体重児

極低出生
体重児

2001 平成13 5.6% 0.0150%

2002 14 5.7% 0.0121%

2003 15 5.7% 0.0111%

2004 16 5.9% 0.0105%

2005 17 6.0% 0.0103%

2006 18 6.0% 0.0106%

2007 19 6.0% 0.0098%

2008 20 6.0% 0.0092%

2009 21 6.0% 0.0079%

2010 22 6.1% 0.0072%

2011 23 6.0% 0.0081%

2012 24 6.0% 0.0093%

2013 25 6.0% 0.0104%

2014 26 6.0% 0.0092%

2015 27 6.0% 0.0094%

2016 28 6.0% 0.0093%

中間評価目標
2019年度

―
最終評価目標
2024年度

―

■調査方法
１）調査名
人口動態統計

２）算出方法
●正期産児に占める低出生体重児の割合
＝妊娠満37週以降の児に占める出生体重2,500g未満児の割合

●正期産児に占める極低出生体重児の割合
＝妊娠満37週以降の児に占める出生体重1,500g未満児の割合

※数値は、過期産（妊娠42週以降）も含めた正期産以降のデー
タを算出。
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基盤課題Ａ：切れ目ない妊産婦・乳幼児への保健対策 【参考とする指標】
参６．妊娠11週以下での妊娠の届出率

都道府県
H24・妊娠11週以下での

妊娠の届出率
H27・妊娠11週以下での

妊娠の届出率

全国 90.8% 92.2%

北海道 91.9% 93.4%

青森県 90.0% 91.7%

岩手県 84.7% 89.1%

宮城県 88.7% 90.6%

秋田県 91.7% 94.2%

山形県 84.6% 88.9%

福島県 86.8% 90.1%

茨城県 92.5% 92.8%

栃木県 92.5% 94.1%

群馬県 90.0% 91.7%

埼玉県 91.4% 92.6%

千葉県 92.0% 93.2%

東京都 90.8% 91.2%

神奈川県 92.2% 92.4%

新潟県 90.1% 93.3%

富山県 90.7% 92.4%

石川県 91.1% 93.4%

福井県 92.8% 93.3%

山梨県 86.3% 87.7%

長野県 94.5% 95.4%

岐阜県 86.0% 92.0%

静岡県 90.9% 91.9%

愛知県 93.0% 93.5%

三重県 93.8% 92.8%

滋賀県 92.7% 94.5%

京都府 91.0% 93.2%

大阪府 91.9% 94.0%

兵庫県 90.3% 92.4%

奈良県 94.5% 94.3%

和歌山県 94.2% 95.4%

鳥取県 90.1% 91.2%

島根県 86.1% 87.8%

岡山県 92.9% 94.1%

広島県 93.0% 93.7%

山口県 93.1% 94.4%

徳島県 93.6% 94.0%

香川県 90.9% 92.0%

愛媛県 87.5% 89.2%

高知県 89.5% 93.2%

福岡県 86.4% 87.7%

佐賀県 84.1% 86.1%

長崎県 92.4% 92.7%

熊本県 90.3% 93.1%

大分県 89.5% 92.0%

宮崎県 88.2% 90.2%

鹿児島県 88.7% 89.1%

沖縄県 86.4% 87.8%

中間評価目標
2019年度

―
最終評価目標
2024年度

―
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【平成24年度】

■調査方法
１）調査名
地域保健・健康増進事業報告
地域保健編 第３章 市区町村編 母子保健第２表
市区町村への妊娠届出者数、都道府県－指定都市・特別区－中核市－その他政令市、妊娠週（月）数別

２）算出方法
妊娠11週以下での妊娠の届出率＝妊娠11週以内の届出数/届出総数×100

【平成27年度】
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基盤課題Ａ：切れ目ない妊産婦・乳幼児への保健対策 【参考とする指標】
参７．出産後１か月時の母乳育児の割合

平成27年度 平成28年度

％ n ％ n
全国 49.1% 420,227 47.6% 657,845
北海道 53.4% 9,677 52.4% 18,670
青森県 47.9% 6,433 48.3% 6,607
岩手県 43.8% 1,299 38.9% 5,858
宮城県 55.1% 14,226 54.3% 15,803
秋田県 44.4% 5,350 37.4% 6,434
山形県 42.7% 2,518 42.0% 7,311
福島県 42.0% 12,863 40.2% 11,764
茨城県 44.3% 17,434 42.8% 18,493
栃木県 38.5% 13,529 37.0% 14,638
群馬県 45.7% 10,229 44.7% 13,799
埼玉県 39.8% 36,643 37.8% 38,974
千葉県 42.1% 13,278 40.5% 12,520
東京都 47.9% 7,833 47.1% 35,787

神奈川県 57.6% 4,102 48.8% 19,497
新潟県 51.9% 6,141 50.9% 11,561
富山県 64.3% 7,156 61.7% 7,326
石川県 58.4% 5,142 57.2% 8,328
福井県 44.9% 3,583 48.9% 4,793
山梨県 51.5% 2,520 44.4% 5,674
長野県 55.8% 8,224 53.4% 12,764
岐阜県 55.4% 9,654 53.2% 14,645
静岡県 32.2% 1,916 47.4% 26,836
愛知県 47.6% 44,180 47.5% 42,420
三重県 0 42.4% 12,900
滋賀県 49.7% 3,125 49.5% 6,669
京都府 52.1% 5,749 52.1% 17,060
大阪府 49.0% 24,181 48.2% 44,892
兵庫県 53.9% 21,968 49.9% 27,805
奈良県 48.2% 8,274 48.1% 9,843

和歌山県 52.2% 2,522 51.2% 6,350
鳥取県 59.6% 3,967 55.3% 4,328
島根県 65.1% 3,595 52.7% 670
岡山県 56.2% 8,053 50.1% 14,451
広島県 47.5% 13,510 45.1% 21,431
山口県 48.2% 1,054 51.2% 8,899
徳島県 51.5% 969 46.4% 4,953
香川県 55.3% 6,499 53.1% 6,354
愛媛県 53.8% 1,848 53.2% 8,945
高知県 53.7% 1,816 50.0% 1,593
福岡県 53.0% 30,662 50.5% 39,737
佐賀県 50.8% 4,532 49.6% 6,360
長崎県 56.2% 3,930 55.8% 9,125
熊本県 55.1% 4,266 50.9% 7,251
大分県 45.3% 106 47.0% 6,932
宮崎県 51.8% 3,265 46.8% 6,989

鹿児島県 54.2% 7,243 49.8% 8,853
沖縄県 45.6% 15,163 44.6% 14,953

【平成27年度】

【平成28年度】

中間
評価目標
2019年度

―
最終

評価目標
2024年度

―
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■調査方法
１）ベースライン調査

①主調査：平成25年度厚生労働科学研究（山縣班）親と子の健康度調査（３・４か月児用）問20
設問：生後１か月時の栄養法はどうですか。→ 1.母乳 2.人工乳 3.混合
算出方法：「1.母乳」と回答した者の人数/全回答者数×100

②参考調査：乳幼児身体発育調査 一般調査
設問：栄養等（6）乳汁（全員に聴取のこと。該当する乳汁を与えていた月齢を〇で囲む。）
母 乳 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 か月
人工乳 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 か月

算出方法：報告書の「表11一般調査による乳汁栄養法の割合、月齢別、出生年次別」から次の下線部のデータを引用。
母 乳：1～2か月未満（51.6%） 2～3月未満（55.0%） 3～4月未満（56.8%） 4～5月未満（55.8%）
人工乳：1～2か月未満（4.8%） 2～3月未満（9.5%） 3～4月未満（13.2%） 4～5月未満（18.1%）
混 合：1～2か月未満（43.8%） 2～3月未満（35.5%） 3～4月未満（30.0%） 4～5月未満（26.1%）

※栄養法については、思い出し法を用い保護者が乳幼児期の栄養法を忘れてしまった場合には、記入しないこととした。
・母乳栄養とは調査票の「母乳」欄のみに記入があるものを指し、外出時などに一時的に人工乳を与える場合
も母乳栄養とした。

・人工栄養とは「人工乳（粉乳）」欄のみに記入があるものとした。
・混合栄養とは「母乳」と「人工乳」の両方に記入があるものとした。

２）ベースライン調査以後
①主調査：母子保健課調査（毎年度調査）･･･乳幼児健康診査（３・４か月児）での問診から
必須問診項目に入れ、母子保健課調査で毎年度全国データを集積する（全数対象）。各地方自治体は、平成
27年度からデータ収集・集計し、平成28年度に実施する母子保健課調査から報告する。
設問：生後１か月時の栄養法はどうですか。→ 1.母乳 2.人工乳 3.混合
算出方法：「1.母乳」と回答した者の人数/全回答者数×100

②参考調査：乳幼児身体発育調査 ※次回調査は、平成32年の予定。
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※平成27年度：三重県は調査未実施。
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H27年度 H28年度

都道府県
市区町村

数

②でaと
回答した
市区町
村数

備考に
より除外
後の市
区町村
数

EPDSを
実施した
褥婦の
人数

EPDS9
点以上
の人数

％
市区町村

数

②でaと
回答した
市区町
村数

備考に
より除外
後の市
区町村
数

EPDSを
実施した
褥婦の
人数

EPDS9
点以上
の人数

％

全国 1,741 540 487 212,896 18,130 9 1,741 579 526 238,817 20,291 8

北海道 179 71 69 19,895 1,707 9 179 75 72 20,032 1,744 9

青森県 40 33 32 6,022 389 6 40 33 33 6,757 439 6

岩手県 33 23 23 3,860 212 5 33 26 25 4,193 247 6

宮城県 35 30 27 13,494 1,184 9 35 32 30 13,799 1,184 9

秋田県 25 3 2 60 1 2 25 4 4 445 58 13

山形県 35 21 21 2,440 225 9 35 23 23 3,103 224 7

福島県 59 13 10 4,893 269 5 59 13 11 5,348 619 12

茨城県 44 12 11 3,769 424 11 44 13 13 6,274 468 7

栃木県 25 4 2 132 19 14 25 7 7 942 78 8

群馬県 35 3 3 2,181 94 4 35 6 6 4,706 842 18

埼玉県 63 7 7 2,721 121 4 63 7 6 2,350 187 8

千葉県 54 22 19 15,433 1,296 8 54 22 21 19,474 1,704 9

東京都 62 27 22 42,757 3,913 9 62 28 17 33,589 2,912 9

神奈川県 33 9 5 5,658 842 15 33 10 8 5,664 439 8

新潟県 30 13 13 8,105 976 12 30 11 11 7,679 920 12

富山県 15 4 4 1,229 186 15 15 6 5 1,342 183 14

石川県 19 19 19 8,342 610 7 19 19 19 8,140 743 9

福井県 17 3 2 685 63 9 17 3 3 1,275 42 3

山梨県 27 6 5 945 144 15 27 9 8 1,109 153 14

長野県 77 31 27 3,089 263 9 77 31 23 3,477 349 10

岐阜県 42 2 2 105 11 10 42 3 2 171 12 7

静岡県 35 19 17 11,506 1,012 9 35 19 17 12,281 823 7

愛知県 54 4 3 283 3 1 54 6 6 20,854 1,885 9

三重県 29 4 4 315 35 11 29 4 4 393 16 4

滋賀県 19 8 7 3,393 308 9 19 8 5 2,811 121 4

京都府 26 5 4 596 70 12 26 5 5 656 77 12

大阪府 43 7 5 1,576 133 8 43 8 6 2,303 205 9

兵庫県 41 23 22 16,090 1,267 8 41 22 21 16,294 1,342 8

奈良県 39 10 8 1,593 52 3 39 11 11 874 70 8

和歌山県 30 1 1 332 26 8 30 2 2 294 28 10

鳥取県 19 0 19 2 2 371 8 2

島根県 19 8 8 3,936 170 4 19 10 10 3,930 190 5

岡山県 27 8 7 1,463 101 7 27 10 9 2,209 146 7

広島県 23 7 6 1,844 139 8 23 8 7 2,167 161 7

山口県 19 6 5 1,424 71 5 19 7 7 2,929 103 4

徳島県 24 0 24 0

香川県 17 10 9 1,844 143 8 17 9 9 2,037 126 6

愛媛県 20 8 8 3,581 338 9 20 7 6 2,611 275 11

高知県 34 1 1 371 46 12 34 1 1 349 22 6

福岡県 60 10 8 3,076 294 10 60 6 6 1,952 76 4

佐賀県 20 1 1 1,281 267 21 20 4 4 2,108 281 13

長崎県 21 3 3 2,950 58 2 21 3 3 543 29 5

熊本県 45 6 4 7,429 507 7 45 8 5 7,826 571 7

大分県 18 8 5 552 35 6 18 7 6 1,100 41 4

宮崎県 26 9 9 357 16 4 26 10 7 212 11 5

鹿児島県 43 16 15 1,264 89 7 43 18 17 1,571 117 7

沖縄県 41 2 2 25 1 4 41 3 3 273 20 7

基盤課題Ａ：切れ目ない妊産婦・乳幼児への保健対策 【環境整備の指標】
参考８．産後１か月でEPDS９点以上の褥婦の割合

中間評価目標
2019年度

―
最終評価目標
2024年度

―

※空欄＝「精神状態を把握するため、産後１か月まで褥婦にEPDSを実施している。」において、「a.全ての褥婦を原
則対象として実施」に該当なし。
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■調査方法
１）調査名
母子保健課調査（市町村用） （毎年度調査）
設問
①精神状態等を把握するため、褥婦にEPDSを実施している。
→ a.産後４週までに、全ての褥婦を対象に実施 b.産後４週までに、必要に応じて実施

c.産後８週までに、全ての褥婦を対象に実施 d.産後８週までに、必要に応じて実施
e.産後８週を超えて、全ての褥婦を対象に実施 f.産後８週を超えて、必要に応じて実施
g.実施していない

② ①で、「a」～「f」と回答した場合、平成25年４月～平成26年３月において、
（ⅰ）EPDSを実施した褥婦の人数
（ⅱ）（ⅰ）のうち、産後４週までのEPDSが９点以上の褥婦の人数

２）算出方法
設問①で「a」と回答した市区町村138か所のうち、無効回答６か所を除いた市区町村132か所について
・EPDSを実施した褥婦の人数…33,998名
・このうち、産後４週までのEPDSが９点以上の褥婦の人数…2,871名
産後１か月でEPDS ９点以上の褥婦の割合＝2,871/  33,998×100≒8.4%

（参考）設問①の他の選択肢の回答結果：b.（64か所） c.（299か所 ） d.（192か所） e.（224か所）
f.（72か所） g.（732か所） ※その他（５か所） ※無効回答（16か所）
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【平成27年度】

【平成28年度】
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